
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震後】 

⑥火災や津波確かな避難 

⑦正しい情報確かな行動 

⑧確かめ合おうわが家の安全 隣の安否 

⑩避難の前に安全確認電気・ガス 

※東京消防庁「地震その時 10 のポイント」より 

 

避 難 所    

火災などから身を守るために一

時的に「避難をする場所」です。

（広域避難場所、近所の広い 

公園や農地など） 

避難場所 

自宅に被害はある？ 
（自宅で生活できない） 

ある 
（できない） 

はい 

いいえ 

ない 
（できる） 

地域での助け合い 

火災等の危険がある 

避難指示がある 

火
災
等
の
危
険
が
な
く
な
る 

【避難所に着いたら…】 

①避難所の鍵は、市の職員が開けま

す。到着までは、グラウンド等の安

全な場所で待機してください。 

②避難所の運営は、避難者を含めた

地域住民で協力して行いましょう。 

地震発生！ 

【地震時】 

①地震だ！まず身の安全 

【地震直後】 

②落ち着いて火の元確認 初期消火 

③あわてた行動けがのもと 

④窓や戸を開け出口を確保 

⑤門や塀には近寄らない 

※東京消防庁「地震その時10のポイント」より 

広域避難場所へ 

一次避難所へ 
（ 小 ・ 中 学 校 ） 

一時（いっとき）集合場所へ
＊

 
（近隣の公園・自治会集会施設等） 

自 宅 へ 
（在宅避難） 

避難所と避難場所 ～事前に確認しておきましょう～ 

避難の流れ ～基本は、一時
いっとき

集合場所を経由した「２段階避難」です～ 

自宅で避難生活を送る在宅

避難者が、「支援物資や情報

を受け取る場所」 

自宅が倒壊、焼失してしまった方や

自宅での生活に危険が伴う方が、

一時的に「生活をする場所」 

役 割 ① 役 割 ② 

【開設基準 】 

立川市では、市内で震度５強以上の地震が発生した場合、小中学校

（旧多摩川小学校を含む。）３０か所が一次避難所として開設されます。 

火災等の危険が迫っている？ 

【地震後】 

⑨協力し合って救出・救護 

※東京消防庁「地震その時 10 のポイント」より 

 

【在宅避難のための備えを！】 

①水、食料、トイレ、照明等の備蓄 

②家具類の転倒・落下・移動防止対策 

＊地域の実情や災害の状況によっては、直接、一次避難所や

広域避難場所へ避難します。（直接避難） ⇔ ２段階避難 

避難の手引き〈地震編〉 

立川市 
裏面へ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所運営委員会 

（地域住民・避難者） 

立川市 

（市の職員） ○○小・中学校 

（学校の職員） 

相互に連携 

委員長 

副委員長 

総務班 

避
難
所
活
動
班 

管理情報部 

救護・衛生管理部 

食糧物資部 

事務局長 

副事務局長 

地域住民や避難者で編成 

 

・避難所の防犯と安全管理 

・避難所運営に関する情報の管理 

・地域住民との連携体制の確保 

・ボランティアの派遣要請、受け入れ 

・避難所活動班の編成 

・避難所の安全確認、利用範囲の決定 

・避難所レイアウトの策定 

・受付、避難者名簿の整理、安否確認 

・情報収集、整理、避難者等への伝達 

・ペットの受け入れ対策 

・備蓄品の配給と備蓄庫の管理 

・応急手当の補助 

・重傷者、要配慮者へのサポート 

・炊き出しへの協力、実施 

・救援物資の受け入れ、管理、配給 

・生活ルールづくりと避難者への周知 

・その他避難所運営に必要な活動 

・トイレ、ゴミ等衛生環境の維持管理 

・遺体の収容・安置への協力 

総 務 班 

管理情報部 

食糧物資部 

救護・衛生

管理部 

避

難

所

活

動

班 

      避難所開設時        それ以降 

各一次避難所には、「避難所運営マニュアル」
があります。避難時に活用してください。 

避難所の構成 

避難所での担当・役割 

開設順序 

施設の利用方法 

避難に関するルール 

各種様式 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

主な 
内容 

避難所運営マニュアル 

避難所の構成 ～それぞれに役割があります～ 

各班の主な役割・活動 ～避難所運営には、皆さんの協力が必要です～ 

なぜ、マニュアルが必要？ 

避難所は、被災者が一定期間生活を送る場所で

あるため、「被災者自らが行動し、助け合いな

がら避難所を運営する」ことが求められます。 

 

児童・生徒の保護、

施設の管理等 

施設の開錠・安全確認、 

各種手配等 

何をすればいいの？ 

いつやるの？ 

避難所には何があるの？ 

誰がやるの？ 

と こ ろ が … 

そこで 

避難所の運営方法を熟知した人は少数… 

避難所運営マニュアル 

避難所の運営について〈地域住民・避難者編〉 

避難所運営の中心 

立川市 


